
・掲載した情報は、環境省による暫定的な翻訳であり、また最新のものとは限りません。また、全ての関係する法令等が網羅されているわけではありません。 

・最新の正式な情報についてのご確認は、各国のフォーカルポイント（連絡先）を通じて、関係する法令等の原文において行われるようお願いいたします。 

【環境省暫定訳】 

原文タイトル：Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of 1 October 2014, N 933 

on Establishment of the National Coordination Centre on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing 

原文リンク：https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/1D7B6335-524D-A5D6-4708-

5045A0F37774/attachments/RES-CM-2014-Oct%201-N933-ABS%20NCC%20Establishment.docx   
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ベラルーシ共和国閣僚会議 

 

決定 

 

2014 年 10 月 1 日第 933 号 

 

ミンスク市 

 

 遺伝資源の取得の機会及び利益の配分に関する国家調整センターの設立につ

いて 

 

 ベラルーシ共和国大統領令 2014 年 5 月 22 日付第 235 号「国際条約へのベラ

ルーシ共和国の加盟について」第 2 項に従い、ベラルーシ共和国閣僚会議は次

を決定する。 

 1．2010 年 10 月 29 日に名古屋で採択された生物の多様性に関する条約の遺

伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関す

る名古屋議定書（以下「名古屋議定書」という）に従い定められた、遺伝資源の

利用を監視する検査所の機能を与えることで、国立学術機関「ベラルーシ国家科

学アカデミー遺伝学及び細胞学研究所」を基盤とした遺伝資源の取得の機会及

び利益の配分に関する国家調整センターを設立するという、関係省庁並びに科

学及び技術に関する国家委員会との間で合意されたベラルーシ科学アカデミー

の提言を受け入れる。 

 2．遺伝資源の取得の機会及び利益の配分に関する国家調整センターの主要任

務を次のとおり定める。 

 ・ベラルーシ共和国の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の

配分を規制する分野の法律に関する情報を収集、分析、分類する。 

 ・利害関係者に取得の機会を提供することができるベラルーシ共和国の遺伝

資源に関する情報を収集及び分析し、また当該資源のデータバンクを構築する。 

 ・ベラルーシ共和国の遺伝資源の取得の機会及びその利用（当該資源の利用か

ら生ずる利益の配分を含む）に関する条件を設定する。 

https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/1D7B6335-524D-A5D6-4708-5045A0F37774/attachments/RES-CM-2014-Oct%201-N933-ABS%20NCC%20Establishment.docx
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/1D7B6335-524D-A5D6-4708-5045A0F37774/attachments/RES-CM-2014-Oct%201-N933-ABS%20NCC%20Establishment.docx
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 ・ベラルーシ共和国の遺伝資源の取得の機会及びその利用条件（当該資源の利

用から生ずる利益の配分を含む）に関する情報を利害関係者に提供する。 

 ・ベラルーシ共和国の遺伝資源の取得の機会の獲得及びその利用条件（当該資

源の利用から生ずる利益の配分を含む）に関する契約及び計画について審査を

実施する。 

 ・遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の配分について他国の

調整センター及び国際組織と情報を交換する。 

 ・次の場合に関係共和国国家行政機関及びその他の組織に助言を行う。 

  ・ベラルーシ共和国の遺伝資源の取得の機会及びその利用条件の設定（当該

資源の利用から生ずる利益の配分を含む）に関する法案の立案。 

  ・遺伝資源の取得の機会及びその利用条件の設定（当該資源の利用から生ず

る利益の配分を含む）に関する国際条約の締結に係る提言の作成。 

 ・遺伝資源の利用を監視する検査所の機能を遂行するにあたり、 

  ・遺伝資源及びその源の利用の機会の提供に対する事前の根拠ある同意の

獲得に関する、また当該資源の利用に係る相互に合意した条件の確立（その利用

から生ずる利益の配分を含む）に関する、情報を収集する。 

  ・遺伝資源の利用条件に関する、及び遺伝資源の取得の機会及びその利用

（当該資源の利用から生ずる利益の配分を含む）に係る条件の不履行に関係し

た問題を調整するため効果的な措置を講ずるとした名古屋議定書の規定への当

該条件の適合に関する、情報の提供について、遺伝資源の利用者に要件を提示す

る。 

  ・名古屋議定書に従い遺伝資源の利用を監視する検査所に与えられた、その

他の任務を遂行する。 

 3．生物学、医学、生態学、バイオテクノロジーの分野で自らの活動を行う共

和国国家行政機関は、国立学術機関「ベラルーシ国家科学アカデミー遺伝学及び

細胞学研究所」に対し、遺伝資源の取得の機会及び利益の配分に関する国家調整

センターの機能を遂行するための支援を与える。 

 4．遺伝資源の取得の機会及び利益の配分に関する国家調整センターの機能の

遂行に係る国立学術機関「ベラルーシ国家科学アカデミー遺伝学及び細胞学研

究所」の活動に対する出資は、学術活動及び科学技術活動への出資のために設定

された共和国予算資金の枠内で実施されるものとする。 

 5．本決定は、これの公布後に効力を生ずる。 
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